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                    地質調査資料の整備について（通知）

  このことについて、平成４年２月２１日付発管第２０９号で通知したと
ころでありますが、下記のとおり定めましたので適用してください。

                                   記

  １  「資料整理とりまとめ」に係る標準歩掛
    「業務関係積算基準及び標準歩掛第２編第７節の資料のとりまとめ
    （２－２－１７）」により、資料整理業務を行うこととしている。
      ただし、地質調査資料整理様式による用紙への記入のみを行う場合
    は、別紙標準歩掛による。
  ２  鳥取県における発注機関の分類コード
    地質調査資料整理様式Ａに記入する発注機関の分類コードを、別添
    のとおり定める。
 

  
 



  


